
静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和５年３月29日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県条例第８号

静岡県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例

静岡県地方警察職員定数条例（昭和29年静岡県条例第29号）の一部を次のように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

改正前 改正後

附 則

１ （略）

２ （略）

３ （略）

附 則

（施行期日）

１ （略）

（経過措置）

２ （略）

（職員の定数の特例）

３ （略）

（定数外の職員の特例）

４ 令和６年度、令和８年度、令和10年度、令

和12年度及び令和14年度において、巡査の員

数が第２条（令和６年度にあっては、前項の

規定により読み替えられた同条）に掲げる巡

査の定数を超える場合は、その定数を超える

員数の巡査は、50人を超えない範囲内で定数

外とすることができる。


